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第７節 周産期医療対策

第１ 周産期医療の概況

１ 周産期医療の現状

周産期とは、妊娠満22週から生後７日未満までの期間をいいます。この期間は、母子ともに異常

が生じやすく、突発的な緊急事態に備えて、産科・小児科双方からの一貫した総合的な医療体制が

必要とされています。

出生率が低下する中で、出産年齢の上昇や生殖医療の進歩などにより、低出生体重児（2,500ｇ

未満）の出生は漸増の傾向にあり、超低出生体重児（1,000ｇ未満）・極低出生体重児（「1,500ｇ未

満）等や、心臓病等の慢性疾患を伴う妊娠・重症妊娠中毒症・多胎妊娠等のハイリスク妊産婦を緊

急に管理する周産期医療体制の整備が、ますます重要になってきています。

しかし、周産期医療の現場では、訴訟の対象となる割合が高く、また、24時間体制の勤務が求め

られる厳しい労働環境にあることなどから、産科医の減少と、分娩を取り扱う医療機関の減少が生

じており、全国的に深刻な問題となっています。

(１)周産期医療に関連するデータ

①乳児死亡率の推移

乳児死亡率は、昭和25年には96.5であったが、その後大幅に改善され、昭和54年には10.0を割る

までになり、以降も低下を続けたが、平成４年以降は横ばいの状態が続いています。

平成17年では、全国と同率となっています。

図 乳児死亡率の年次推移（出生千対）

資料 「青森県保健統計年報」
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②新生児率の推移

新生児死亡率は、昭和26年以降、乳児死亡率と同様に、増加と減少を繰り返しながら緩やかに

減少しています。

平成17年では、全国を0.5ポイント上回っています。

図 新生児死亡率の年次推移（出生千対）

資料 「青森県保健統計年報」

③周産期死亡率の推移

周産期死亡率は、昭和37年まで40.0ポイント台で推移してきたが、昭和38年以降大幅に低下して

きました。

本県は全国を若干上回る形で推移してきており、平成17年は全国を0.5ポイント上回っています。

図 周産期死亡率の年次推移（出産千対）

資料 「青森県保健統計年報」
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④新生児訪問指導を受けた割合

妊娠と産褥期は情動的・身体的な変化も大きく、産後も環境の変化を伴います。母子ともに安心

して過ごすためには、この時期を安定した状態とすることが重要といわれており、産後の新生児訪

問指導は安心のための一要素であるといえます。

厚生労働省が発表した「地域保健・老人保健事業報告－平成17年度」によると、産後に新生児（未

熟児を含む。）の訪問指導を受けた新生児訪問指導実施率は本県が42.2％で全国平均25.2％を大き

く上回っています。しかし、県内でも地域によって実施率に格差が生じています。

新生児訪問指導を受けた割合

資料 「平成 17年度地域保健・老人保健事業報告」(厚生労働省)

２ 産科医療の社会情勢

本県では、産科医や産科医療施設の不足などの産科医療の現状を踏まえながら、限られたマンパ

ワーの中で、安心かつ安全に、妊娠・出産ができる環境の整備が求められています。

(１)産科医療体制の弱体化

①産科医療施設数の減少

出産を取り扱う産科医療施設は減少傾向にあり、住民においては、産科医療施設へのアクセス

について不便が生じているほか、産科医においては、分娩の集中による勤務環境の悪化が問題と

新生児訪問指導を受けた割合
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なっています。また、産科を標榜する医療機関のうち、時間外の出産への対応、訴訟リスク、産

婦人科医の高齢化などの理由によって、出産を取り扱わない産科診療所が増加しています。

②勤務環境の悪化による産科医の疲弊

産科医療においては、出産の進行状況に個人差があること、状態の急変も珍しくないことなど

から、即時の医療対応が求められています。このため、少ない医師数で対応する病院、概ね１人

の医師が診療を担う診療所のいずれにおいても、産科医の勤務状況は厳しいものとなっています。

(２)産科医療を取り巻く環境の変化

①社会情勢の変化

少子化の進行により、出生数自体は減少していますが、高度な医学的管理を要するハイリスク

妊娠や低出生体重児の割合は高まっています。

資料 「人口動態統計」(厚生労働省)

資料 「人口動態統計」(厚生労働省)
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資料 「人口動態統計」(厚生労働省)

資料 「医療施設調査」(厚生労働省)

②特徴ある産科医療への対応

◇ 一般に、出産は病気ではなく、自然で安全なものと認識されていますが、正常から異常へ急激

に変化する側面をもっており、出産が終わってはじめて、正常であるか否かの結果が判断できる

といえます。

◇ 出産の進行状況は個人によって多様であり、管理不可能な側面があるため、出産を扱う医療機

関では、常に、診療応需の体制をとることが必要となります。

◇ 保健師助産師看護師法第三条において、助産師は「厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊

婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」と定められており、助産を

行うことができます。

◇ 出産においては、母体と胎児、二つの命への対応が必要であり、新生児の治療を行う小児科医、

手術中の全身管理を行う麻酔科医との連携が重要です。

出生数における２５００グラム未満児の割合の推移
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(３)産科医療体制の集約化・重点化

産科医療においては、夜間や休日の診療が必要となる場合も多く、病院においては、常勤医１名

の勤務は、産科医療における安全確保や医師の勤務環境改善の観点から好ましくないものと考えて

います。

また、若い医師が産科を志望しない理由の一つとして、勤務環境の過酷さが挙げられており、将

来にわたる産科医の確保を考えると、当面の産科医の集約化・重点化はやむをえないものと考えら

れます。

本県においては、既に産科医の集約化・重点化は進展しており、限られた医療資源の中で、更な

る集約化・重点化を進める状況にはないため、当面は、安心かつ安全に妊娠・出産ができる環境を

整備するための具体的な対応策の実施が重要です。

３ 周産期医療の医療資源

(１)産科医療体制の状況

出産を取り扱う産科医療施設は減少傾向にあり、住民においては、産科医療施設へのアクセスに

ついて不便が生じているほか、産科医においては、分娩の集中による勤務環境の悪化が問題となっ

ています。

① 分娩実施施設数の推移（医療施設調査より抜粋）

資料 「医療施設調査」(厚生労働省)
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②産科医・助産師の配置状況（平成20年２月１日現在）

「分娩」を取り扱っている医療機関は34施設となっており、内訳としては公立病院

が11施設、民間病院が２施設、診療所が21施設となっています。

資料 「医療薬務課調査」

③産婦人科医の年齢構成（青森県臨床産婦人科医会 会員139名の内訳 平成18年9月現在）

本県の産婦人科医の年齢構成を見ると、60代以上の占める割合が37％であるのに対

し、20代、30代は18％となっており、今後、産科医の高齢化が進むことで、人的資源

が減少することが考えられます。

資料 「青森県における産科医療の現状と将来展望に関する調査研究」(青森県)
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産科医・助産師の配置状況 
（平成２０年２月１日現在） 
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板柳町 
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南部町 

佐井村 

風間浦村 大間町 

弘前市 田舎館村 
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☆産婦人科医数の変化 
年次 昭

和

57
年 

昭

和

61
年 

平

成 
2 
年 

平

成 
8 
年 

平

成 
12 
年 

平

成

14
年 

平

成

16
年 

平

成

18
年 

産婦人科・産科・婦人科医数 172 162 162 153 140 142 130 123 
産婦人科・産科医数 151 142 138 114 102 103 94 86 

                    （医師・歯科医師・薬剤師調査より） 

☆助産師数の変化                   

年次 平

成 
2 
年 

平

成 
8 
年 

平

成

12
年 

平

成

14
年 

平

成

16
年 

平

成

18
年 

助産師数 387 328 368 302 333 301 
病院勤務 262 265 297 253 225 233 
診療所 8 23 22 40 34 38 

助産所（出張を含む） 98 36 13 10 14 9 

勤

務

先 

その他 19 4 36 30 29 21 
                    （業務従事者届より） 

☆過去5年間で産科を休止・廃止した病院 
  平成13年4月 公立金木病院 
  平成15年4月 鯵ヶ沢町立中央病院 
  平成17年3月 十和田市立中央病院 
  平成17年4月 公立野辺地病院 
  平成17年12月 七戸病院 
平成18年4月  青森労災病院（10月再開 19年4月休止） 

平成19年2月 黒石厚生病院  

平成19年4月 弘前市立病院 

☆産科医療施設数と従事医師数 

  公立病院：１１施設（４0人） 

  民間病院： ２施設（ ４人） 

  民間診療所：２1施設 

 

産婦人科医・助産師とも不在地域 

産婦人科・助産師ともあり 

助産師のみ 

  産科のある公立病院 

  産科のある民間病院 

  分娩施設のある産科診療所 
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第２ 求められる保健医療体制

１ 基本方針

本県の乳児死亡率（出生数千人あたりの生後１年未満の死亡率）は、昭和30年には58.0（全国

平均39.8）でしたが、その後、母子保健衛生の普及・改善や医療関係者の努力により、平成16年

には2.3（全国平均2.8）まで改善されました。しかし、その後再び悪化の傾向を示し、全国平均

を上回る状況となっており、一層の改善が求められています。

本県の乳児死亡の特徴として「周産期に発生した病態」が死因の大きな割合を占めていること

が挙げられます。そのため、本県の周産期医療対策においては、高度な周産期医療の提供や常時

の搬送受入体制を有する「総合周産期母子医療センター」を県立中央病院に設置するとともに、

県内の各周産期医療施設との連携の下に限られた医療資源を有効に活用するための「青森県周産

期医療システム」を構築し、円滑な運用に努めてきました。

しかし、最近では、出産年齢の上昇や生殖医療の進歩などにより、低出生体重児の出生が増加

傾向にある一方で、産科及び新生児担当医の絶対数の不足と医療施設及び医師配置の地域間格差

が深刻な問題となっており、中核病院にハイリスク妊婦が集中する傾向にある中では、医療施設

の対応だけではなく、県民の不安解消も含め、周産期医療全般にわたる対応が求められています。

こうしたことから、周産期医療連携体制は、次の事項を基本として、青森県周産期医療システ

ムの効果的な運用により、妊産婦の状態に応じた適時的確な医療が提供される体制の構築を目指

します。

【用語説明】

＜周産期に発生した病態＞

妊娠期間及び胎児発育に関連する障害、周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害、周産

期に特異的な感染症など、周産期における母体・胎児の管理と関係の深い病態

（１）正常分娩等に対し安全な医療を提供するための、地域周産期施設間の連携

① 正常分娩（リスクの低い帝王切開術を含む。）や妊婦健診等を含めた分娩前後の診療を安

全に実施可能な体制

② ハイリスク分娩や急変時には地域周産期母子医療センター等へ迅速に搬送が可能な体制

（２）周産期の救急対応が２４時間可能な体制

○ 総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター及びそれに準ずる施設を中心

とした周産期医療体制による、２４時間対応可能な周産期の救急対応

（３）新生児医療の提供が可能な体制

○ 新生児搬送や新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）の後方病室確保を含めた新生児医療の提

供が可能な体制

（４）ＮＩＣＵに入室している新生児の療養・療育支援が可能な体制

○ 周産期医療施設を退院した後障害を有する児等が生活の場で療養・療育できるよう、医療、

保健及び福祉サービスが相互に連携した支援
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２ 病態・機能ごとの医療提供体制

ここでは、妊産婦と新生児の病態ごとにどのような機能を持ち、関係者がどのような役割と責務

を担うのか述べます。

(１)正常分娩等を扱う機能

①目標

◇ 正常妊婦・正常新生児の管理

◇ 高次施設との連携

②求められる役割

■開業産科医（かかりつけ医）に求められる役割

◇ 産科に必要とされる検査、診断、治療が実施可能であること

◇ 正常分娩を安全に実施可能であること

◇ 他の医療機関との連携等により、合併症や、帝王切開術その他の手術に適切に対応できる

こと

◇ 異常妊娠分娩及び異常妊娠分娩歴のある妊婦の医療機関への早期紹介

◇ 産科領域からの妊産婦のエモーショナルサポートに対応可能であること

◇ 母児への育児支援

■助産所に求められる役割

◇ 正常分娩を実施可能であること

◇ ハイリスク妊婦の早期発見と高次施設への早期搬送

◇ 産科領域からの妊産婦のエモーショナルサポートに対応可能であること

◇ 母児への育児支援

■市町村に求められる役割

◇ 妊娠週数に応じた回数で妊婦健診を受診しやすい環境づくりに努めること

◇ 母親教室・両親学級等を通じた妊産婦への保健指導に努めること

③担い手

■開業産科医（現状）

【青森地域】

ウィメンズクリニック小山 立崎レディスクリニック 千歳産婦人科

福士レディスクリニック レディスクリニックセントセシリア 田中産婦人科(※)

【津軽地域】

大橋正俊医院 産婦人科鈴木クリニックＨＧ 藤盛医院

弘前さくらクリニック いちろうクリニック レディスクリニックすごう

青山ﾊﾞｰｽｸﾘﾆｯｸ吉田産婦人科 小野レディスクリニック(※)

【八戸地域】

八戸クリニック たけうちマザーズクリニック 苫米地レディースクリニック

西村産婦人科クリニック 倉本ｸﾘﾆｯｸ婦人科・産科(※)

【西北五地域】

安斎レディスクリニック エルム女性クリニック

(※)は妊婦健診のみ実施

【上十三地域】

藤井産婦人科 さとう産婦人科内科

生活習慣病や救急医療等に係る保健医療体制の構築 第2章 (第7節）
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【下北地域】

中央レディスクリニック(※) 北村医院むつレディスクリニク

(※)は妊婦健診のみ実施

■開業助産所（現状）

みぞえよしえハローベビー助産院 き子キッズ助産院

④連携

■開業産科医

◇ 自施設対応困難ケースの搬送及び逆搬送（高次医療施設との連携）

◇ 母体・胎児、新生児救急搬送マニュアルの全施設での運用徹底と有効活用

◇ ドクターヘリ等高速搬送手段の有効活用

◇ 県外周産期医療施設との連携協力

■開業助産所

◇ 嘱託医師及び連携医療機関との連携体制の確保

◇ 定期的研修受講等による知識・技術の向上

(２)高度な医療を必要としない妊婦及び胎児、異常分娩、新生児異常を扱う機能

①目標

◇ ローリスク妊婦・ローリスク新生児の管理

◇ 高次施設への適時搬送

②求められる役割

■医療機関（地域周産期医療協力施設・産科標榜病院）に求められる役割

◇ 高度な医療を必要としない異常分娩、新生児異常等の治療

◇ 治療を必要と認めた異常新生児の地域または総合周産期母子医療センターへの搬送

◇ ハイリスク妊婦の早期発見及び高次施設への早期搬送

◇ 産科領域からの妊産婦のエモーショナルサポートに対応可能であること

◇ 母児への育児支援

③担い手

■地域周産期医療協力施設（現状）

八戸赤十字病院 国保五所川原市立西北中央病院 三沢市立三沢病院

■地域医療施設（産科標榜病院）（現状）

あおもり協立病院 健生病院 黒石市国保黒石病院

国保五戸総合病院

④連携

■弘前大学医学部付属病院との連携

◇ 特殊診療部門への搬送と逆搬送

■総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターとの連携

◇ 自施設対応困難ケースの搬送及び逆搬送

■開業産科医との連携

◇ 対応困難ケースの受入及び逆搬送

■その他の連携

◇ 母体・胎児、新生児救急搬送マニュアルの全施設での運用徹底と有効活用

◇ ドクターヘリ等高速搬送手段の有効活用

◇ 県外周産期医療施設との連携協力
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(３)ハイリスク妊婦、異常分娩、胎児異常、新生児異常等を扱う機能

【地域周産期母子医療センター】

①目標

◇ ハイリスク妊婦・ハイリスク新生児の管理

◇ 高次施設への適時搬送

②求められる役割

■施設機能

◇ ハイリスク妊婦や未熟児等の出産管理・治療

◇ 地域の周産期医療施設との連携調整及び搬送受入

◇ 対応困難症例の高次医療施設への搬送又は搬送の調整

◇ 退院した新生児のフォローアップと発達評価、必要時期の療育の開始

◇ 周産期医療従事者に求められる質の高い能力研修の実施

◇ 開業産科医院、助産師に対する教育、研修の場の提供（年２～３回の研修を必須とする。）

◇ 母児への育児支援

■診療科目

◇ 産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）を有するものとし、麻酔科及びその他関連

各科を有することが望ましい

■施設設備

◇ 産科

緊急帝王切開術等の医療を提供できる施設及び以下の設備を備えることが望ましい

・ 救急蘇生装置（気管内挿管セット等）

・ 心電計

・ 呼吸循環監視装置

・ 分娩監視装置

・ 超音波診断装置（カラードップラーによる血流測定が可能なもの）

・ 微量輸血装置

・ その他母体・胎児集中管理に必要な機器

◇ 新生児病室

次に掲げる設備を備える新生児治療室を設けることが望ましい

・ 救急蘇生装置（気管内挿管セット）

・ 新生児用呼吸循環監視装置

・ 新生児用人口換気装置

・ 微量輸液装置

・ 経皮的酸素分圧監視装置

・ 経皮的動脈血酸素飽和度測定装置

・ 酸素濃度測定装置

・ 光線治療器

・ 新生児搬送用保育器

・ 超音波診断装置（カラードップラーによる血流測定が可能なもの）

・ その他新生児集中治療に必要な機器

■病床数

◇ 産科等

・ 産科病床のうち、緊急帝王切開術等の医療を提供できる病床を必要数確保するものとし、

当該地区の実績等を勘案した病床数とする

◇ 小児科等

・ ＮＩＣＵ３床以上を確保することが望ましい

・ ＮＩＣＵの後方病床をＮＩＣＵの倍数程度確保することが望ましい
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■医療従事者

地域周産期母子医療センターにおいては、以下の医療従事者を配置することが望ましい

◇ 産科及び小児科共通

・ 産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）は、それぞれ24時間体制を確保するため

に必要な職員

◇ 産科

・ 帝王切開が必要な場合30分以内に児の娩出が可能となるような医師及びその他の各職員

◇ 新生児病室

◎医師

・ 24時間体制で小児科を担当する医師が勤務し、かつ専任の医師が常時、新生児特定集中

治療室内に勤務していること

◎看護師

・ 新生児集中治療管理室には、常時３床に１名の看護師が勤務していること

■周産期医療情報システム

地域周産期母子医療センターは、周産期医療情報システムに参加し、その運営と地域への情

報提供に協力する

◇ 周産期救急情報（応需等）における自施設の応需状況等の入力と各施設の応需状況の把握

◇ 地域周産期医療施設からの母体・胎児及び新生児の搬送照会に対する回答、総合周産期母

子医療センターや地域周産期医療協力施設への搬送の調整

◇ 地域内の関係機関等への情報提供及び一般向けの情報提供等

■研修

◇ 地域周産期医療の円滑な推進のため、医師及び看護師等を対象とした研修を行うこと

③担い手

■地域周産期母子医療センター（現状）

青森市民病院 国立病院機構弘前病院 八戸市立市民病院

むつ総合病院

④連携

■弘前大学医学部付属病院との連携

◇ 特殊診療部門への搬送と逆搬送

■総合周産期母子医療センターとの連携

◇ 自施設対応困難ケースの搬送及び逆搬送

■地域周産期医療施設及び開業産科医との連携

◇ 対応困難ケースの受入及び逆搬送

■その他の連携

◇ 母体・胎児、新生児救急搬送マニュアルの全施設での運用徹底と有効活用

◇ ドクターヘリ等高速搬送手段の有効活用

◇ 県外周産期医療施設との連携協力

◇ 医療従事者の研修の実施

◇ 地域周産期医療機関との連携による開放型病床の設置

(４)合併症妊娠、切迫早産、胎児異常等及び高度な新生児医療を扱う機能

【総合周産期母子医療センター】

①目標

◇ 特にリスクの高い妊婦・新生児の治療管理
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②求められる事項

■施設機能

◇ 合併症妊娠、重症妊娠中毒症、切迫早産、胎児異常等母体又は児におけるリスクの高い妊

娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療の提供

◇ 地域周産期母子医療センター等からの搬送受入

◇ 退院した新生児のフォローアップと発達評価、必要時期の療育の開始

◇ 周産期医療情報センター機能

◇ 搬送された妊婦、産婦、新生児の経過についての予後調査を含む統計（解析）

◇ 周産期医療従事者に求められる質の高い能力研修の実施

◇ 開業産科医院、助産師に対する教育、研修の場の提供（年２～３回の研修を必須とする。）

◇ 母児への育児支援

■診療科目

◇ 産婦人科（ＭＦＩＣＵ及び後方病床）、小児科（ＮＩＣＵ及び後方病床）により構成され、

院内の各科（麻酔科、脳神経外科、心臓血管外科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科等）と十分

な連携の下に運営する

◇ 小児外科については設置に努めることとするが、当面は、弘前大学医学部附属病院との密

接な連携を図る

■施設設備

◇ 母体・胎児集中治療管理室部門

・ 救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

・ 心電計

・ 呼吸循環監視装置

・ 分娩監視装置

・ 超音波診断装置（カラードップラーによる血流測定が可能なもの）

・ 微量輸血装置

・ その他母体・胎児集中管理に必要な機器

◇ 新生児病室

・ 救急蘇生装置（気管内挿管セット）

・ 新生児用呼吸循環監視装置

・ 新生児用人口換気装置

・ 微量輸液装置

・ 経皮的酸素分圧監視装置

・ 経皮的動脈血酸素飽和度測定装置

・ 酸素濃度測定装置

・ 光線治療器

・ 新生児搬送用保育器

・ 超音波診断装置（カラードップラーによる血流測定が可能なもの）

・ その他新生児集中治療に必要な機器

◇ドクターカー

・ 医師の監視の下に、ハイリスクの母体・胎児、新生児の緊急搬送に対応するために、患

者監視装置、新生児用人工呼吸器などの医療機器を搭載した周産期医療専用のドクターカ

ーを有すること

■病床数

◇ 母体・胎児集中治療管理室部門

・ ＭＦＩＣＵ ９床（うち感染症対応１床）

・ 後方病床 16床（ＭＦＩＣＵの倍数程度確保することがが望ましい）
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◇ 新生児集中治療管理室部門

・ ＮＩＣＵ ９床

・ 後方病床 15床（ＮＩＣＵの倍数程度確保することが望ましい）

■医療従事者

◇ 母体・胎児集中治療管理室部門

・ 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療管理室内に勤務していること

・ 24時間体制で産科を担当する複数の医師が勤務していること

・ 母体・胎児集中治療管理室勤務の医師は、当該治療室以外での当直勤務を合わせて行わ

ないものとする

・ 母体・胎児集中治療管理室の全病床を通じて常時３人に１人の助産師又は看護師が勤務

していること

・ 帝王切開が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう、医師又はその他の職員

が配置されること

◇ 新生児集中治療管理室部門

・ 専任の医師が常時、新生児集中治療管理室内に勤務していること

・ 新生児集中治療管理室は、ＮＩＣＵ及び後方病床以外での当直勤務を併せて行わないも

のとする

・ 新生児集中治療管理室には、常時３人に１人の看護師が勤務していること

・ 新生児集中治療管理室の後方病床には、常時８床に１名の看護師が勤務していること

◇ 併設医療施設関連部門

・ 総合周産期母子医療センターの運営にはあたっては、関係各課との連携が重要であり、

特に同センターの機能と関連の深い部門については、平日の日中に加え、夜間・休日の交

替制勤務、当直、オンコール等により対応すること

◇ 管理部門

・ 周産期医療情報システムの管理・運営、調査研究、研修事業等の実施を円滑に行うため、

事務職等の非医療職の専任職員を配置すること

■周産期医療情報センター

総合周産期母子医療センターは、周産期医療情報センターとしての機能を有し、地域の医療

施設及び地域周産期母子医療センター等に対する支援と県民への啓発普及のため情報の収集・

提供を行う

◇ 周産期医療情報システム（応需情報等）

・ オンラインネットワークにより、周産期医療に携わる医療施設、消防機関等を結び、周

産期医療に関する搬送の受入、搬送の受入に係る付帯情報、搬送受入先医療施設の基本情

報を収集、提供する

◇ 応需情報以外の医療情報

・ 県内における周産期医療に関する各種情報を収集整備し、データ分析、評価を行い、周

産期医療の向上に資するほか、必要な情報を地域周産期医療施設等に提供する

◇ 一般向け医療情報

・ 周産期医療に関する各種情報を広く県民に提供することにより、周産期医療に対する理

解の促進と母子保健対策の普及を図る

■周産期医療関係者研修

◇ 目標

・ 周産期医療に必要とされる基本的な知識、技術を習得させる

・ 緊急を要する患者に対する的確な判断力及び高度な技術を習得させる

・ 地域周産期母子医療センターの医師に対しては、最新の医学的技術を習得させる

◇ 研修の内容

◎産科

・ 胎児及び母体の状況の適切な把握と迅速な対応
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・ 産科ショックとその対策

・ 妊産婦死亡とその防止対策

・ 帝王切開の問題点 等

◎新生児

・ 新生児蘇生法

・ 新生児の緊急手術

・ ハイリスク新生児の迅速な診断

・ 新生児管理の実際

・ 退院後の保健指導等 等

③担い手

■総合周産期母子医療センター

青森県立中央病院

④連携

■ 弘前大学医学部付属病院との連携

◇ 特殊診療部門への搬送と逆搬送

■ 地域周産期母子医療センター及び地域周産期医療協力施設との連携

◇ 常時の母体及び新生児搬送受入及び逆搬送

■ その他の連携

◇ 周産期医療情報の収集・提供

◇ 母体・胎児、新生児救急搬送マニュアルの全施設での運用徹底と有効活用

◇ ドクターヘリ等高速搬送手段の有効活用

◇ 県外周産期医療施設との連携協力

◇ 医療従事者の研修の実施

(５)合併症妊娠、切迫早産、胎児異常等及び高度な新生児医療を扱う機能

【高次周産期医療施設（特定機能病院）】

①目標

◇ 他の周産期医療施設において治療管理が困難な特にリスクの高い症例及び特殊診療の治療

管理

②医療機関（特定機能病院）に求められる事項

■施設機能

◇ 小児外科、心臓血管外科などの特殊診療

◇ 特にリスクの高い合併症妊婦に対する継続的な治療管理

◇ 特にリスクの高い胎児・新生児異常に対する高度な治療管理

◇ その他総合周産期母子医療センターまたは地域周産期母子医療センターでの治療管理が困

難な症例

■その他の機能

◇ 周産期医療に関する調査・研究に対する支援

◇ 医療従事者の研修の実施に対する支援

◇ 開業産科医院、助産師に対する教育、研修の場の提供（年２～３回の研修を必須とする。）

◇ 母児への育児支援

③担い手

■特定機能病院

弘前大学医学部附属病院
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④連携

■総合周産期母子医療センターとの連携

◇ 治療管理が困難な特にリスクの高い症例及び特殊診療への対応

■その他の連携

◇ 周産期医療に関する調査・研究に対する支援

◇ 医療従事者の研修の実施に対する支援

◇ 母体・胎児、新生児救急搬送マニュアルの全施設での運用徹底と有効活用

◇ ドクターヘリ等高速搬送手段の有効活用

◇ 県外周産期医療施設との連携協力

(６)周産期医療施設を退院した後障害を有する児等が生活の場で療養・療育できるよう支援する機能

【療養・療育支援】

①目標

◇ 周産期医療施設を退院した後障害を有する児等が生活の場(施設を含む。)で療養・療育出

来る体制を提供すること(地域の保健・福祉との連携等)

◇ 在宅において療養・療育を行っている児の家族に対する支援を実施すること

②医療機関等に求められる事項

◇ 周産期医療施設等と連携し、人工呼吸器の管理が必要な児や、気管切開等のある児の受け

入れが可能であること

◇ 児の急変時に備え救急対応可能な病院等との連携が図れていること

◇ 訪問看護ステーション、薬局、福祉サービス事業者及び自治体等との連携により、医療、

保健及び福祉サービス(レスパイトを含む。)を調整し、適切に療養・療育出来る体制を提供

すること

◇ 地域または総合周産期母子医療センター等の周産期医療施設と連携し、療養・療育が必要

な児の情報(診療情報や治療計画等)を共有していること

◇ 家族に対するエモーショナルサポート等の支援を実施すること

③担い手

■重症心身障害児施設(現状)

国立病院機構青森病院 県立あすなろ医療養育センター 国立病院機構八戸病院

■医療機関(現状)

県立中央病院 青森市民病院 弘前大学医学部附属病院

国立病院機構弘前病院 八戸市立市民病院 八戸赤十字病院

三沢市立三沢病院 むつ総合病院

■訪問看護ステーション

■肢体不自由児施設

④連携

■総合周産期母子医療センター等との連携

◇ 療育・療養が必要な児の情報(診療情報や治療計画等)の共有

■保健・医療・福祉関係者及び自治体との連携
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【医療連携体制図】

周産期医療の医療連携体制図を簡単に示すと次のとおりとなります。

青森県周産期医療システムは、すべての妊産婦及び新生児が速やかに適切な医療を受けることが

できるよう、 高度な周産期医療の提供や常時の搬送受入体制を有する高次医療施設「総合周産期母

子医療センター」、地域の周産期医療の中核施設「地域周産期母子医療センター」、地域の周産期医療

施設「地域周産期医療協力施設」「産科クリニック」等が有する機能に応じて、効果的な連携と役割

分担の仕組みを明らかにしたものです。

周産期死亡等の改善を図っていくためには、限られた医療資源を効率的・効果的に活用していくこ

とが必要不可欠であり、県内の周産期医療関係者の合意の下に、連携や役割分担、人材育成や情報提

供などを総合的に行う周産期医療システムを円滑に運用していくことが必要です。

保健医療体制については、各保健医療機能ごとの繋がりが分かるように、この節の最後尾に一

覧にして再掲しています。

また、各医療機能ごとの役割について誰が担うのか分かりやすく示すため、ホームページ等に

より個別医療機関名を示すこととしています。個別医療機関の公表については、第１章第３節２

「疾病事業毎の各医療機能を担う医療機関の情報」（Ｐ78）を参照してください。

産科クリニック 

国立弘前病院 むつ総合病院 

八戸市立市民病院 青森市民病院 

県立中央病院 

総総合合周周産産期期  

母母子子医医療療セセンンタターー  

八戸赤十字病院 

西北中央病院 

周産期医療施設 

産科クリニック 

産科クリニック 

産科クリニック 

産科クリニック 

周産期医療システムによる医療連携 

産科クリニック 産科クリニック 

［地域周産期母子医療センター］ 
［地域周産期母子医療センター］ 

［地域周産期母子医療センター］ 

［地域周産期母子医療センター］ 

弘前大学附属病院 

（特定機能病院） 

産科クリニック 

三沢市立病院 

産科クリニック 
産科クリニック 




